
「ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ」二つ星を宣言しました

「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」とは
中小企業の情報セキュリティ対策普及の加速化に向けた取組で、中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを
自己宣言し、安全・安心なIT社会を実現するために独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が創設した制度です。

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、「ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ（セキュリティ対策自己宣言）」制度に
おいて、情報セキュリティ基本方針６つの方針に取組み、組織全体で情報セキュリティに取り組みます。
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